
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ．１０３１ 
２０１７年１月２２日 
電話 ３２８－２６５６ 
FAX ３５９－５０４７ 

 

熊本市中央区手取本町１-１ 3 階 

下位   

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 
HP：http://www.jcp-kumamoto.com/ 
 

 

 

弁護士による「無料法律相談」のご案内 
 毎月定例で無料の法律相談を行っています。どなたでもご利用できます。震災に関わる法

律相談も含め、ぜひご利用ください。 

「事前予約制」です。ご希望の日時に電話予約をお願いします。 
 

● １月１８日（水） 午後２時～４時 

 中央区生活相談所（大江 5‐15‐20）     ℡ 375‐2200 

● ２月１０日（金） 午後４時～６時 

 東区生活相談所（広木町７-２３-２）     ℡ 328‐2656 

● １月２５日（水） 午後１時 30分～４時 

山本のぶひろ渡鹿生活相談所（渡鹿 6‐5‐60）℡ 362‐5181 

● １月２３日（月） 午後６時～８時 

 北区生活相談所（武蔵ケ丘 1‐10‐1）        ℡ 338‐2001 

● ２月９日（木）  午後１時～４時  
   菜の花法律事務所（南区江越 1‐17‐12）   ℡ 322‐2600 

弁護士による「無料法律相談」のご案内 
 毎月定例で無料の法律相談を行っています。どなたでもご利用できます。震災に関わる法

律相談も含め、ぜひご利用ください。 

「事前予約制」です。ご希望の日時に電話予約をお願いします。 
 

● １月１８日（水） 午後２時～４時 

 中央区生活相談所（大江 5‐15‐20）     ℡ 375‐2200 

● ２月１０日（金） 午後４時～６時 

 東区生活相談所（広木町７-２３-２）     ℡ 328‐2656 

● １月２５日（水） 午後１時 30分～４時 

山本のぶひろ渡鹿生活相談所（渡鹿 6‐5‐60）℡ 362‐5181 

● １月２３日（月） 午後６時～８時 

 北区生活相談所（武蔵ケ丘 1‐10‐1）        ℡ 338‐2001 

● ２月９日（木）  午後１時～４時  
   菜の花法律事務所（南区江越 1‐17‐12）   ℡ 322‐2600 

皆さまの要求や地域の声をしっかりとつかみ、議会の論戦に生か

していく場として、３月議会に向けた市政懇談会を開催いたします。 

 みなさんのご意見、要望、また地域の要求など持ち寄りください。

どなたでも、ご参加できます。 

（主催）日本共産党熊本市議団  ℡ 328－2656 
 

就学援助とは、経済的な理

由で、就学費用が負担できな

い家庭の子どもたちへ、その

費用の援助をする制度です。 

就学援助が決定すれば、学

用品代・給食費・修学旅行費

などが支給されます。 

今年から、新入学児童生徒

学用品費（小学生２０４７０

円、中学生２３５５０円）が入

学前に支給されることになり、

現在受付が始まっています。就

学援助の申請はいつでもでき

ますが、入学前支給の申請は１

月３１日までです。 

 

次のいずれかに該当する方が就学援助を利用できます 

① 生活保護の停止または廃止となった世帯 

② 市民税の非課税・減免を受けている世帯 

③ 国民年金の免除を受けている世帯（１/４免除は除く） 

④ 児童扶養手当が支給されている世帯（母子家庭にくわえて父子家庭も可） 

⑤ ①～④には該当しないが、特別な事情により経済的な理由で子どもを就

学させることが困難な場合。 

 

 ⑤には「経済的な理由」とありますが、所得の基準

が設けられています（市議団としても議会で取り上げ

実現できました）。 

生活保護基準の１．２５倍の所得以下の世帯が対象

となりますが、目安は右の表のとおりです。 

 ※障がいの有無などにより基準は変わってきます。 

市政懇談会のご案内 

日時：２月１０日（金） 午後１時３０分～ 

場所：パレア１０階 会議室７ 

北口議員による市職員に対する不当

要求等の真相究明と責任の追及を目的

に、調査特別委員会が右記の通り開か

れます。ぜひ傍聴にお越しください。 

１月２３日（月）  

午前１１時～ 

傍聴：議会棟５階モニター 

（
控
室
か
ら
） 
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す
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 国は、各事業者に郵送

される市町村民税など

の「特別徴収税額の決定

通知書」に、従業員のマ

イナンバーを記入する

よう市町村にすすめて

います。 

しかし、「通知書」に

マイナンバーを記載し

郵送することは、重大な

個人情報の大量漏えい

が危ぶまれます。 

 各地の地方議会で、番

号の記載中止を求めて

陳情する動きが始まっ

ており、東京都中野区で

は、番号を記載しない方

針を明らかにしました。 

日本に住民票を持つ全員に 12

ケタの番号を割り振り、国が税

や社会保障の情報を管理するマ

イナンバー制度で、住民にたい

するマイナンバー（個人番号）

カードの交付が始まってから今

月で 1年になります。 

 国はカードの利便性の宣伝に

力を入れて、普及をすすめてい

ますが、利用者は増えていませ

ん。この制度が住民とって不要

で危険な制度であることを浮き

彫りにしています。 

 熊本市のカード交付率は、

７％台と低迷しています。 

 マイナンバー普及のためにつ

ぎつぎと税金をつぎ込む国の姿

勢が問われます。 

 マイナンバーカードは身分証

明のほかにほとんど使い道はあ

りません。 

それどころか、他人には見せ

てはならない個人番号と顔写真

などが一つになったカード持ち

歩くことのほうが、個人情報を

保護する点からすれば、かえっ

て危険です。 

そもそも、マイナンバー制度

●利用促進のための予算 

【総務省】カードの 500万枚追加

発行など 230億円 

【厚労省】医療分野での利用のた

めのシステム構築 240億円 

 

一昨年、125 万件の個人情報が漏

れて大問題になった日本年金機構

でも、１月からマイナンバーが使わ

れるようになったことに、国民は危

惧を抱いています。 

住民税の徴収事務をめぐり地方

自治体が事業所に従業員のマイナ

ンバーを知らせるやり方にも、自

治体・住民の双方から情報漏えい

の危険性を心配する声が上がって

います。 

国民に弊害ばかりもたらすマイ

ナンバーは中止し、廃止に向けて

見直すことが必要です。 

 

 

は、税の取り立ての強化と社会

保障費を抑える手段にするため

に、国の都合で導入されたもの

です。 

国民が制度の利便性を感じ

ず、理解や納得もないまま、次々

と税金をつぎ込み、なし崩し的

にカードの利用分野を広げるこ

とは問題です。制度そのものの

中止が求められます。 
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